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第１部 金属盗対策法の概要



２ 犯行用具規制（令和７年9月１日施行）
▶ ケーブルカッター等のうち犯行使用のおそれが大き
い工具の正当な理由なき隠匿携帯を禁止（罰則あ
り）

１ 特定金属くず買受業に係る措置
（令和8年6月１日に施行予定）

特定金属くず(※)の買受けを行う営業を営む者に係る措置
※ 当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属（銅
及び政令で定める金属）により構成されている金属くず

▶特定金属くず買受業の届出（罰則あり）
• 特定金属くず買受業を営む場合の届出義務

▶買受けの相手方の本人確認等
• 特定金属くずの買受け時の相手方の本人確認義務
• 当該本人確認事項等に関する記録の作成・保存義務

▶取引記録の作成等
• 特定金属くずの買受けを行った場合、買受けに係る相手方の氏名、
内容等に関する記録を作成・保存する義務

▶警察官への申告
• 買受けに係る特定金属くずが盗品に由来するものである疑いがあると
認めたときの警察官への申告義務

▶その他
• 特定金属くず買受業を営む者に対する指示、営業停止命令並びに報告
徴収及び立入検査等

３ 盗難の防止に関する情報の周知
（令和７年9月１日施行）

▶ 金属盗の被害に遭うおそれが大きい者に対する盗難
防止に資する情報の周知

警察からの情報提供の例

ケーブルカッター

ボルトクリッパー

窃取された銅線ケーブル

太陽光発電設備からの銅線ケーブル盗をはじめとする金属盗が増加

・ 令和６年の金属盗の認知件数は令和２年の約４倍の20,701件

・ 令和６年の金属盗の被害額は、約140億円（窃盗全体の約２割)

・ 同設備の被害により、長期間にわたる発電停止による経済的損失も発生

背景

法律の概要

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律（概要）



犯行用具規制に係る多言語での周知



古物営業法施行規則の一部を改正する規則（概要）
改正概要

• 施行期日：令和７年10月１日
その他（附則関係）

○ 古物営業法では、古物商に対して「取引の相手方の本人確認義務」「取引時の帳簿等
への記載義務」を課している一方、 １万円未満の取引においては当該義務を免除。
（窃盗犯が危険を犯して古物商に盗品等を処分する蓋然性が低い金額の取引について古物商の負担を軽
減）
○ 盗難等の被害が多く古物市場への盗品等の流入が多い一部の物品（※）については、
例外的に取引金額の多寡にかかわらず、本人確認義務等を免除しない。

※現行規定上の対象物品 ･･･ オートバイ、コンピューターゲームソフト、ＣＤ・ＤＶＤ類、書籍

電線 グレーチング
（金属製のものに限る。）

エアコンディショナーの室外ユニット
及び電気温水機器のヒートポンプ

金属盗情勢を踏まえ、以下の金属製物品についても、
取引金額の多寡にかかわらず、本人確認義務等の対象となるよう規則を改正。

電気温水機器

ヒートポンプ



補足：古物と金属くずとの判断について

金属製物品

本来の用法で

使用可能
古物営業法 古物営業法に基づく本人確認義務

本来の用法で

使用不可

金属盗対策法

金属くず条例

金属盗対策法※又は金属くず条例に
基づく本人確認義務

※自治体によって条例が定められている場合もあるので、詳細は都道府県警察に確認いただく必要

判断のフロー

⇒古物に当たる室外機等については、現状でも法令上義務付けられている本人確認を行えば足り、
現状の運用と変更はない。

⇒金属盗対策法上の本人確認については、古物に該当しない「本来の用法で使用不可」なものにつ
いて行う必要がある。

金属くずに当たる
室外機等



第２部 金属盗対策法規則の概要

※原則的な事項を抜粋して御説明



届出の方法について

• 特定金属くず買受業の開始、廃止又は届出事項変更の届出
特定金属くず買受業の開始の前日まで
事業の廃止又は届出事項変更の場合は事由の発生から14日以内（登記事項証明書の添付を要する場合は20日以
内）

に営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して都道府県公安委員会へ届け出を行う必要
（⇒警察署に届出書を提出）

• 届出事項
氏名・住所・営業所の所在地・法人の場合は法人の名称・営業所の名称・営業所の電話番号やメールアドレス等
の連絡先・特定金属くずの保管場所の所在地

• 添付書類
営業所と特定金属くず保管場所の平面図と周囲の簡単な図
特定金属くず買受業を営もうとする者が個人の場合は住民票の写し
特定金属くず買受業を営もうとする者が法人の場合は定款・登記事項証明書・代表者の住民票の写し

届出書

特定金属くず ＝ 現在は銅のみ



氏名等の表示方法

• 届出後には、公衆の見やすい場所に、明瞭に判読できる大きさかつ書体で、
氏名又は名称
届出をした公安委員会の名称
届出番号

を表示する必要
• また、

従業者数が５人以下の場合
特定金属くず買受業を営む者が管理するウェブサイトを有していない場合

を除き、ウェブサイト上でも表示する必要がある

特定金属くず買受業

開始届出書を提出した
公安委員会

公安委員会

届出番号等 第 号

氏名又は名称

営業所の名称



特定金属くずを買い受ける際の本人確認の概要（自然人）

• 運転免許証・在留カード・特別永住者証明書・マイナンバーカード（※）等の顔写真付き
本人確認書類の提示を受ける方法

• 非対面取引において本人確認書類の写真＋顔写真の送信を受ける方法
• 非対面取引において本人確認書類のＩＣチップ情報の送信＋顔写真の送信を受ける方法

※代表的なもののみ記載

※マイナンバーカードの場合、
券面裏のマイナンバーは不要

取引の任に当たっている自然人

買受けを行う事業者



特定金属くずを買い受ける際の本人確認（法人）

• 取引の任に当たっている自然人（※）の本人確認に加え、以下の法人の本人確認のいずれかが
必要
登記事項証明書や印鑑登録証明書の提示を受ける方法等
申告（法人の名称・本店の事務所の所在地）＋登記情報の送信を受ける方法（＋転送不要

郵便（非対面取引の場合のみ））
申告（法人の名称・本店の事務所の所在地）＋国税庁法人番号公表サイトで法人の名称及

び本店又は主たる事務所の所在地を確認する方法（＋転送不要郵便（非対面取引の場合の
み））
登記事項証明書や印鑑登録証明書の送付＋転送不要郵便

※代表的なもののみ記載

※代表者ではなく、実際に取引を行う担当者を想定
具体例は次スライド以降

買受けを行う事業者取引の任に当たっている自然人



法人取引における本人確認を行う対象者①

• 運転免許証・在留カード・特別永住者証明書・マイナンバーカード（※１）等の顔写真付き
本人確認書類の提示を受ける方法

※代表的なもののみ記載

※１マイナンバーカードの場合、
券面裏のマイナンバーは不要

① 特定金属くずが持ち込まれる場合（＝典型的なもの）

※２持ち込む者が単なる運送業者等でその場での
代金の授受を行わない場合、運送業者の本人確認
は不要であり、委託元の者の本人確認を別途行う
必要。

取引の任に当たっている自然人
買受けを行う事業者



法人取引における本人確認を行う対象者②

② 特定金属くずを自ら買受けに行く場合（＋委託業者を使用する場合）

• ①と同様の本人確認を行う必要
• 委託先の業者に本人確認も委託することも可能（※）

買受け
回収

本人確認

委託先業者

※ 委託は可能だが、代金の授受も行う場合は、
その場での本人確認が必須。他方で、代金の授
受を行わない委託であれば、代金授受を行うと
きまでに本人確認を行なえば問題ない。

買受けを行う事業者

委託

買受け
回収

本人確認



法人取引における本人確認を行う対象者③

• ①と同様の本人確認を仲介業者に対して行う必要
• 仲介業者も買受けを行うので買受業者となり、仲介業者による本人確認も必要

代金等支払い

回収

③ 特定金属くずを仲介業者を利用して回収する場合（＝所有権移転のみで物は動かない場合）

仲介業者

所有権移転
所有権移転

代金等支払い

買受けを行う事業者



本人確認が不要な場合

• 買受けの相手方との２回目以降の取引で、当該代金の支払をその者の口座に
振込により行う場合

• 特定金属くず買受け業を営む者が特定金属くずを自ら輸入する場合



本人確認記録の作成方法・記録事項

• 本人確認記録の作成方法
本人確認方法に応じた作成が必要
本人確認書類の提示を受ける場合はその写し

• 本人確認記録の記録事項
本人確認を行った者の氏名
本人確認記録の作成者の氏名
本人確認書類等の提示等を受けたときは、提示等を受けた日付

（⇒本人確認方法に応じた記録が必要）
※ 添付書類に記載がある場合は、記録を要しない。

• 本人確認記録の保存方法（保存は３年間）
文書又は電磁的記録（⇒紙媒体でもＰＣ等に保存することも可能）

※代表的なもののみ記載



取引記録の作成方法・記録事項

• 取引記録の記録事項
買受けの相手方の氏名又は名称
買受けの日付及び時刻
買い受けた特定金属くずの量
買い受けた特定金属くずの価額
代金の支払方法
代金の支払を買受けの相手方の口座への振込みにより行ったときは、

口座番号や銀行名等の口座を特定できる事項
本人確認書類等の提示等を受けたときは、提示等を受けた日付

（⇒本人確認方法に応じた記録が必要）
※ 添付書類に記載がある場合は、記録を要しない。

• 取引記録の保存方法（保存は３年間）
文書又は電磁的記録（⇒紙媒体でもＰＣ等に保存することも可能）

※代表的なもののみ記載



質疑応答



よくいただく質問

問：本人確認制度の導入により、新たなシステムを導入する必要があるのか。
答：ありません。紙の簿冊でも電磁的記録でも保存可能としており、その様式も定めることとはしておりません。

問：本人確認書類のコピーをとる必要があるのか。
答：例えば、本人確認書類の提示により本人確認を行った場合には、そのコピーをとる必要があります。電磁的

記録として保存することも可能です。

１

２

３

問：２回目以降の取引で代金を口座に振り込む場合において本人確認は不要とのことだが、どのように判別する
のか。

答：社員証の提示、社名の入ったトラック、顔見知りであるなどの場合には、本人確認を不要としています。



よくいただく質問

問：銅の定義とは。
答：銅の重量又は価額の50％以上を占める場合、銅とみなされます。

問：インボイス制度上の特例措置はどのようになるのか。
答：届出を行っていただいた事業者様にあっては、引き続き特例措置の対象となります。これは、法の施行に伴

う経過措置期間終了後から適用されます。

５

６

４

問：本人確認記録の保存期間は３年とのことだが、「最初に本人確認記録をとったとき」と「最後に取引を行っ
たとき」のどちらが起算点となるのか。

答：「最後に取引を行ったとき」が起算点になります。

問：１つの県内に複数の営業所がある場合、１つの営業所のみ届出を行えば足りるのか。
答：営業所ごとにその所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に届出を行っていただく必要があります。

ただし、１つの公安委員会に対して同時に２以上の営業所について届出を提出するときは、それらの営業所の
うちいずれか１つの営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して提出を行うことができます。

７


